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（ 公 印 省 略 ）  

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する 

規則について（通知） 

 

本県の廃棄物行政の推進につきましては、日頃格別の御協力をいただき厚く御礼

申し上げます。 

さて、このたび、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する

規則（神奈川県規則第 号）が平成31年１月18日に公布され、同日から施行される

こととなりましたので、貴協会会員に周知いただけますようお願いいたします。 

 

 

 

 

問合せ先 

調整グループ 枝浪 

                          電話 (045)210-4149 

               

                             

 

 













 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する規則」の概要 

 

１ 改正の理由 

(1)  一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書に係る様式の新設（第 13条の２（新設）及び

第 10 号様式の２（新設）関係） 

〇 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成 27年政令第

376 号。以下「改正政令」という。）が平成 27年 11月 11日に公布され、平成 28年４

月１日及び平成 29年 10月１日に２段階で施行された。 

〇 この中で、平成 29 年 10 月 1 日の改正政令の第２段施行において、廃水銀を処分す

るために処理したものであって環境省令で定める水銀の溶出についての判定基準に適

合しないもの（以下「基準不適合水銀処理物」という。）の埋立処分を行う場合には、

公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこととされた（改正後の施行令第

３条第３号ヌ）。 

〇 また、平成 29 年 10 月 1 日の改正政令の施行に併せ、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律施行規則の一部を改正する省令（平成 29年環境省令第 10号。以下「改正省令」

という。）が平成 29 年６月９日に公布され、平成 29 年 10 月 1 日から施行され、新設

された改正後の施行規則第５条の５の２の２及び第５条の 10の２の２により、一般廃

棄物の最終処分場及び市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場で基準不適合水銀

処理物の埋立処分の用に供されるものの廃止の確認申請を受けようとする場合に知事

に提出する申請書の記載事項が新たに規定された。 

〇 このため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則で改正後の施行規則第５条

の５の２の２及び第５条の 10の２の２の申請書の様式を定めることとした。 

〇 なお、改正省令附則第３項の経過措置により、改正省令の施行（平成 29 年 10 月１

日）の際現に埋め立てられている改正後の施行令第３条第３号ヌに規定する水銀処理

物については、改正後の施行規則第５条の５の２の２及び第５条の 10の２の２の規定

にかかわらず、なお従前の例によると規定されている。 

 

(2) 有害使用済機器の保管又は処分を業とする者に対する改善命令に係る事務並びに業

の許可を取り消され又は事業を廃止した（特別管理）産業廃棄物処理業者等に対する保

管等に係る命令に係る事務の地域県政総合センター所長への委任（第１条第 16 号（新

設）及び第 18号（新設）関係） 

〇 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平成 29年法律第 61号。

以下「改正法」という。）が平成 29年６月 16日に公布され、改正法の施行期日を定め

る政令により改正法は電子マニフェストの一部義務化関係を除き、平成 30年４月 1 日

から施行された。 

〇 施行細則においては、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認

められることを発出要件とせず、（特別管理）産業廃棄物保管基準又は処理基準に適合

しないことを発出要件とする改善命令に係る事務については、地域県政総合センター

所長に委任している。 

〇 このため、改正法に基づき、知事に属するものとされた事務のうち、改正後の法第

17 条の２第３項において準用する第 19 条の３第２号に係る有害使用済機器の保管及

び処分の基準に適合しない有害使用済機器の保管又は処分が行われた場合に有害使用

済機器の保管又は処分を業とする者に対し、有害使用済機器の保管又は処分の方法の

変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずる「改善命令」に係る事務及び改正後の

法第 19条の 10第２項において読み替えて準用する法第 19条の５に係る業の許可を取

り消された（特別管理）産業廃棄物処理業者等が（特別管理）産業廃棄物処理基準に適

合しない（特別管理）産業廃棄物の保管を行っていると認められるときに、（特別管理）

産業廃棄物処理基準に従って当該（特別管理）産業廃棄物の保管をすることその他必

要な措置を講ずべきことを命ずる「保管等に係る命令」に係る事務については、地域



県政総合センター所長に委任することとした。 

 

(3) 書類の提出部数及び経由事務（第 33条関係） 

〇 第 33 条において定められている各種申請等の書類の提出部数及び経由事務の規定

に関し、所要の改正を行うこととした。 

 

２ 改正の内容 

(1) 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書（基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供

されるもの用）に係る様式の新設（第 13条の２（新設）及び第 10号様式の２（新設）

関係） 

〇 第 10号様式の２を新設し、本則に改正後の施行規則第５条の５の２の２及び第５条

の 10 の２の２の申請書は第 10号様式の２による旨を規定する（改正後の第 13条の２

（新設））。 

 

(2) 有害使用済機器の保管又は処分を業とする者に対する改善命令に係る事務並びに業

許可を取り消され又は事業を廃止した（特別管理）産業廃棄物処理業者等に対する保管

等に係る命令に係る事務の地域県政総合センター所長への委任（第１条第 16号（新設）

及び第 18号（新設）関係） 

〇 第１条で定める所長への委任事務に法第 17 条の２第３項において準用する法第 19

条の３第２号に係る有害使用済機器の保管又は処分を業とする者に対し、有害使用済

機器の保管又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずる「改善命

令」に係る事務を新たに追加する（改正後の第１条第 16号（新設））。 

〇 第１条で定める所長への委任事務に改正後の法第 19 条の 10 第２項において読み替

えて準用する法第 19条の５に係る業の許可を取り消された（特別管理）産業廃棄物処

理業者等が（特別管理）産業廃棄物処理基準に適合しない（特別管理）産業廃棄物の保

管を行っていると認められるときに、（特別管理）産業廃棄物処理基準に従って当該（特

別管理）産業廃棄物の保管をすることその他必要な措置を講ずべきことを命ずる「保

管等に係る命令」に係る事務を新たに追加する（改正後の第１条第 18号（新設））。 

 

(3) 書類の提出部数及び経由事務（第 33条関係） 

〇 第 33条第１項では知事に提出する書類の部数を原則２部としているが、原則１部提

出とする改正を行い、例外的に２部提出を求める書類を本条第１項各号に規定する改

正を行う。 

〇 第 33条第２項で定める書類の経由に関しては、経由する必要性が消失したため削除

する。 

 

 (4) 改正法による法の条項ずれに伴う引用条項の改正等所要の改正 

 

３ 施行期日 

  〇 公布の日から施行する。 


